
　１８才　一緒に行こうよ　投票日
　一票が　かなえる力　ぼくの未来

新有権者の選挙ガイド

表紙のデザインは、令和４年度 明るい選挙啓発ポスターコンクール
中央審査　公益財団法人明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理委員会連合会会長賞
石川県審査 高等学校の部 銅賞（石川県立工業高等学校　中田　彩乃さん）の作品です。
標語作品は、宝達志水町立宝達中学校　小柳芽結さん（上）・珠洲市立上戸小学校　中野煌有司さん（下）の作品です。



※住民票の異動など詳しい内容は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

※各市町の投票区のうち、標準的な投票率を示している１投票区を
　選定・抽出したものを集計し、算定した。

令和５年４月９日執行石川県議会議員選挙の投票率
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わたしたちの思いを届け、政治に参加する権利は、一人ひとりの投票に
よって守られています。
投票しなかった人の思いは、ちゃんと届いているでしょうか？
一部の人だけが投票に行くと、政治家は投票した人の声だけをきいた町
づくりをするようになるかもしれません。
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＜投票が無効になる例＞

投票から当選人の決定まで

せっかくの一票が無効になることも

① 投票所入場券が届く

② 投票所での本人確認

（投票時間：午前７時から午後８時まで（13時間））
　　　　　  ※一部投票所を除く。

③ 投票用紙の交付
　本人確認後、投票用紙が交付されます。

④ 候補者の氏名等の記載

⑥ 開票・当選人の決定

① 2人以上の候補者の氏名を書いたもの

② 氏名の他に文字や記号などを書いたもの

③ 立候補していない人の名前を書いたもの

④ 白紙のもの　など

　選挙管理委員会から、ご自宅へ投票所入場
券が郵送されます。

　市町によっては、世帯の全
員分が同封されている場合
もあります。

　投票所には鉛筆が用意されています。
　記載台に候補者の氏名等が掲示されている
ので、確認して記載してください。

⑤ 投票箱への投函
　投票用紙の記載内容が、周囲の
人から見えないように投票用紙を
二つ折りにして投函してください。

　投票箱は、開票所に集められ、候補者から届
出のあった開票立会人のもとで投票箱が開か
れます。

　投票用紙には、候補者１人の氏名（選挙によっては政党等の名称）を、はっきりと正確に記載する必要があります。何と書
いたか不明な投票は、無効となる場合があります。なお、候補者の氏名等は、「ひらがな」で書いても、有効となります。

　全ての票の点検を行
い、候補者ごとの得票数
が計算され、得票数の多
い順に当選人が決定さ
れます。

　投票所入場券に記載された投票所へ行き
ます。受付で、入場券により、
本人確認が行われます。

　入場券がなくても、本人確
認に時間がかかりますが、投
票することができます。

　国政選挙など、２種
類ないし、３種類の投
票を行う場合は、それ
ぞれ投票用紙は違う
色となっています。

箱
票
投

せっかくの投票を
無駄にしないように、

はっきりと
正確に書こうね!!
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国政選挙について

■ 衆議院議員総選挙

■ 参議院議員通常選挙

●石川県で投票する選挙は次のとおり
　①小選挙区：３区（全国：289区）※１つの小選挙区での当選人は１人
　　　　　　　第１区：金沢市
　　　　　　　第２区：野々市市、白山市以南
　　　　　　　第３区：内灘町、津幡町以北
　②比例代表：北陸信越ブロック（新潟、富山、石川、福井、長野）
　　　　　　　定数11（10）人、全国では11ブロック、定数176人となる。
　③最高裁判所裁判官の国民審査
●小選挙区選挙の落選議員も惜敗率により、比例代表選挙で
　復活当選となる場合がある。
●比例代表の投票用紙には、政党名を記載する。
●衆議院議員の任期は４年（ただし、解散がある。）
（直近選挙の投票率）R3.10.31
 　県全体 57.13%（全国 55.93%）
  （第1区 52.20%、第2区 56.13%、第3区 66.09%）

●3年ごとに定数の半数が改選される。
●石川県で投票する選挙は次のとおり
　①選挙区：石川県全域で定数２人（３年ごとに１人を選挙する。）
　　　　　 （全国：45選挙区で定数148人）
　②比例代表：石川県を含む全国の区域で定数100人）
●比例代表の投票用紙には、
　①候補者名、または②政党名を記載する。
　なお、R4の比例代表選挙では、
　15政党および候補者178人の届出がありました。
●参議院選挙では、比例代表選挙での復活当選はない。
●参議院議員の任期は６年。
　ただし、３年ごとにその半数を改選するため、
　３年ごとに選挙が執行される。
（直近選挙の投票率）R4.7.10　石川県  46.41%（全国 52.05%)
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※議員定数欄の（ ）書きは、次回の一般選挙から適用される議員定数です。



■ 石川県知事選挙
●選挙区は石川県全域（当選人は１人）　
●知事の任期は４年（満了日R8.3.26）
●直近では、R4.3.13に選挙執行
（統一地方選挙ではなく、本県単独の執行）
（直近選挙の投票率）　R4.3.13　61.82%

■ 石川県議会議員選挙
●選挙区は14選挙区、定数は41人　
（選挙区ごとの定数は右図のとおり）
●４年ごとに、統一地方選挙として執行される。
●任期は４年（満了日R9.4.29）
（直近選挙の投票率）　R5.4.9　46.36%

■ 市町の長及び議会議員選挙
●任期は４年（選挙は４年ごとに執行）
●白山市長、野々市市長、川北町長ほか ５市５町の議会議員選挙が統一地方選挙として執行される。
（金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、野々市市、川北町、津幡町、内灘町、志賀町、穴水町）
（直近統一地方選挙の投票率）　R5.4.23　43.02%

石川県議会議員選挙

定数41人

長 議員 長 議員

金沢市 8.  3.12 9.  5.  1 38 川北町 9. 4.26 9.  4.29 10

七尾市 6.11.  6 7.10.31 18 津幡町 8. 4.24 9.  4.29 16

内灘町 7. 2.10 9.  4.30 13小松市 7.  4.12 9.  5.  1 22

輪島市 8.  3.18 9.  4.25 15 志賀町 7. 9.24 9.  4.30 12

珠洲市 8.  6.10 9.  4.29 12 宝達志水町 7. 4.  2 8.12.31 12

加賀市 7.10.29 7.10.29 18 中能登町 7. 4.  2 8.  6.30 12

羽咋市 6.10.31 7.  9.29 14 穴水町 8. 2.  1 9.  4.27 10

かほく市 6.  4.10 7.  4.30 15 能登町 7. 4.  9 8.10.31 14

白山市 9.  4.22 7.  3.  5 21

能美市 7.  2.26 7.10.31 16

野々市市 9.  6.  9 9.  4.26 15

議員定数市町名
任期満了日

議員定数 市町名
任期満了日

※ 任期満了による選挙は、原則として任期満了日の前30日以内に行われます。
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令和5年9月現在

地方選挙について
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18歳未満の人が選挙運動をすることは、法律で禁止されています。
候補者のお子さんや親族であっても、18歳未満の人は選挙運動はできません。

一般の有権者は、ＳＮＳ、ブログやホームページを利用した選挙運動はできますが、18歳未満の人はできません。
なお、一般の有権者も、電子メールを使った選挙運動は禁止されています。（候補者や政党のみ可）

1

［選挙運動となる行為の例］ ※18歳未満の人は次の行為は禁止されています。
友人や友人の家族に、特定の候補者への投票を依頼すること。
選挙運動用自動車に乗車すること。
演説会場の入口などで、来場者などに対して「ありがとうございます」、「よろしくおねがいします」

　などの声かけを行うことや一礼をすること。

選挙運動ができる期間 立候補届出日から投票日の前日まで
（これ以外の期間は事前運動となり、禁止されています。）2

［ 事前運動となる行為の例 ］
立候補届出日前に、友人に特定の候補者への投票を依頼すること。
親が立候補予定者である生徒が、友人への年賀状・暑中見舞い、電子メールなどに投票を

　依頼する文言を書いて送ること（選挙運動期間中であっても当然、禁止されます）。
 （「次の選挙はよろしく」等の投票依頼と見なされる場合も含みます）

認められている選挙運動3

［ 禁止されている行為の例 ］
投票依頼や選挙のお礼の目的で、戸別に友人宅を訪ねること。
ジュース等の飲食物や金品を無償で提供し、その見返りに投票を依頼すること。

 （選挙期日後に、選挙に関するお礼として提供される場合も含みます）
特定候補者の似顔絵やイラスト等を描き、掲示すること。

インターネットを利用した選挙運動　（インターネットで投票することはできません）4

［ 禁止されている行為の例 ］
有名な政治家が応援演説のため来県した際、応援演説などの画像や動画をＳＮＳで広めることは、

   選挙運動となるので、一般の有権者は禁止されていませんが、18歳未満の人は禁止されています。
選挙公報や候補者の顔写真・氏名等が入ったポスターを写真で撮り、電子メールで送信すること。
親が立候補予定者である友人に頼まれて、他の友人に投票依頼の電子メールを送ること。

［ 選挙運動となる行為 ］　※18歳未満の人は次の行為は禁止されています。
選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込むこと。
選挙運動の動画を投稿すること。
選挙運動メッセージをＳＮＳなどで広めること（リツイート、シェアなど）。
選挙運動用メールを転送すること。　※一般の有権者も禁止
選挙運動用ＨＰやメールを印刷して、頒布すること。　※一般の有権者も禁止

選挙運動用
自動車の使用

街頭演説・
個人演説会

ポスターの掲示 選挙公報 インターネットを
利用した選挙運動

政見放送・経歴放送
（国政・知事選挙のみ）
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18歳未満の人の選挙運動

一般有権者の
電子メールによる

選挙運動

一般有権者の
電子メールによる
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選挙運動について
○○さんに
清き一票を・・・・・


